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熊本県天草家畜保健衛生所 

4月から熊本県に入庁した島村昇吾技師が、4月１２日から当所に赴任しました。 

平成３０年度の新採職員のご紹介 平成３０年度の新採職員のご紹介 

 新規採用獣医師として天草家畜保健

衛生所に配属となりました、島村昇吾

です。今年は豚を担当します。素直な

心で多くのことを吸収していこうと考

えております。 

 どうぞよろしくお願い致します。 

夏季の死亡牛検査業務日程について 夏季の死亡牛検査業務日程について 
 例年、夏場においては、暑熱により死亡する牛の頭数が増加します。また、気温が高くな
ると腐敗が短時間に進行し、適切な検査材料の確保と円滑な化製処理が困難となります。  
 そのため、（株）熊本蛋白ミール公社およびBSE検査所では、夏場対策として、７月から
９月まで、受付時間を次のように延長します。 

  １ 夏季の受付時間変更期間   
       平成２９年７月１日～平成２９年９月３０日（３ヶ月間） 
２ 変更内容  
（1）土曜の午後も受付します。 
    
 
 
 
 
（2）祝日等の対応 
   右のとおり祝日に加えて8月15日（火） 
  が休業となります。  

祝日等 祝日名等 

７月１７日（月曜日） 海の日 

８月１１日（金曜日） 山の日 

８月１５日（火曜日） 盆休み 

９月１８日（月曜日） 敬老の日 

９月２３日（土曜日） 秋分の日 

迅速な搬入と搬入時間の事前連絡を、 

蛋白ミール公社（0968-26-3766）まで 

お願いします。 

  ※腐敗が著しく、適切な化製処理が困難となった牛については、月齢に関係なく 
 ｢腐敗牛処理料35,000円｣が徴収されるのでへい死畜を風通しの良い日陰に保管 
 する等、腐敗予防対策を併せてお願いします。 

午前 午後 

夏季 8時30分～11時30分 1時～3時 

通常 8時30分～11時30分 休業 

ゴールデンウィーク中の死亡牛検査業務日程、 
及び死亡牛届出書について 

ゴールデンウィーク中の死亡牛検査業務日程、 
及び死亡牛届出書について 

 ゴールデンウィーク中の死亡牛検査業
務の受け入れ時間は右表の通りとなって
いますので、ご協力お願いします。 

 

 また、4月の家保通信でもお知らせし
ましたが、平成３０年３月２８日の、熊
本県死亡牛ＢＳＥ検査実施要領の変更に
伴い、死亡牛の届出書（様式１、別添参
照）が変更になりましたので、死亡牛処
理の際にはご注意ください。 

 

 なお、新様式では、死亡の原因の項目
に、神経症状の有無と、生前のBSEに関

する特定臨床症状や、歩行困難、起立不
能の原因についての報告が必要です。こ
の内容は国際的における、日本のBSE防
疫に対する信頼性を裏付けるデータとな
りますので、可能な限り獣医師による記
入、届出に御協力よろしくお願いします。 



海外悪性伝染病発生状況 海外悪性伝染病発生状況 

     家畜の異常を発見された場合はご連絡ください。 
     天草家畜保健衛生所 電話番号０９６９－２２－３６６８ 通報 

  毎月20日は「くまもと家畜防疫の日」 

死亡牛の届出書が一部変更になりました 死亡牛の届出書が一部変更になりました 
 平成３０年３月２８日、熊本県死亡牛ＢＳＥ検査実施要領の変更に伴い、
死亡牛の届出書（様式１）が変更になりましたので、死亡牛処理の際にはご
注意ください。 

 

 なお、新様式では、死亡の原因の項目に、神経症状の有無と、生前のBSE

に関する特定臨床症状や、歩行困難、起立不能の原因についての報告が必要
です。この内容は国際的における、日本のBSE防疫に対する信頼性を裏付け
るデータとなりますので、可能な限り獣医師による記入、届出に御協力よろ
しくお願いします。 

病名 型 発生地(国) 畜種 発生年月日

H5N2 台湾(14件)
肉用・採卵用あひ
る、七面鳥、地鳥

平成30年2月22日
～3月12日

韓国(4件) 採卵鶏、肉用あひる
平成30年３月１３日

～3月１６日
中国(1件) あひる 平成30年2月22日

H7N9 中国(1件) 採卵鶏 平成30年2月7日

A型 韓国(1件) 豚 平成30年3月26日
中国(1件) 羊 平成30年2月24日
ロシア(1件) 牛・山羊・羊・豚 平成30年2月10日

モンゴル(14件) 牛・山羊・羊
平成30年1月9日

～3月６日

平成３０年4月1日時点

高病原性
鳥インフルエンザ H5N6

口蹄疫
Ｏ型

 3月の韓国における口蹄疫（A型）や、4月のハンガリーにおけるアフリカ豚コレラ

や、中国における口蹄疫（O型）の発生が確認されている中、訪日外国人旅行者数は

年々増加し、2017年の訪日外国人旅行客は約2,869万人（同期比19.3%増）に達し、

特に中国及び韓国からの訪日旅行客数が増加しています。 

 このゴールデンウィーク中にも、人や物の動きが一層激しくなることから、これら

を介した家畜の伝染性疾病の侵入リスクが極めて高くなることが予想され、当所でも

管内の全ての偶蹄類飼養農場に対して、「ゴールデンウィークにおける口蹄疫等の防

疫対策の徹底について」の通知を行ったところです。 

 また、農林水産省動物検疫所（以下「動物検疫所」という。） 

では、家畜の伝染性疾病の我が国への侵入防止のため、 

・発生国・地域からの畜産物の輸入を禁止 

・空港及び港での入国者に対する靴底消毒 

・海外での家畜との接触歴等に関する口頭質問 

・動植物検疫探知犬による探知活動を実施する等、水際検疫を徹底。 

・旅行者が訪日前の旅行者に日本の検疫制度を情報提供（英語、中国語、韓国語等） 

これらの水際対策の実施と周知・徹底を行っています。（動物検疫所ウェブサイト 

「広報資料」http://www.maff.go.jp/aqs/topix/pamphlet.html） 

 つきましては、関係者の皆様におかれましても、防疫対策の徹底についてのご指導

よろしくお願いいたします。 

ゴールデンウィークにおける 
動物検疫の強化について 
ゴールデンウィークにおける 
動物検疫の強化について 

病名 型 発生地（国） 畜種 発生年月日

H5N2 台湾(５件)
肉用あひる、採卵鶏、

肉用がちょう

平成30年3月26日

～4月2日

H7N9 中国(1件) 採卵鶏 平成30年3月27日

A型 韓国(1件) 豚 平成30年４月１日

Ｏ型 中国(3件) 牛・豚
平成30年3月22日

～4月12日

アフリカ豚コレラ ロシア(1件) 豚 平成30年4月３日

平成３０年5月1日時点

高病原性

鳥インフルエンザ

口蹄疫


